
(1)　利子所得等の課税状況

支 払 金 額 源 泉 徴 収 税 額
障害者等非課税・
財形貯蓄非課税分
支 払 金 額

その他非課税分等
支 払 金 額

支 払 金 額 源 泉 徴 収 税 額

千円 千円 千円 千円 千円 千円

158,708 24,304 11,897,245 3,180,286 15,236,239 24,304

2,043,439 281,933 4,059 1,863,811 3,911,309 281,933

銀 行 預 金 2,290,495 343,684 34,518 992,946 3,317,960 343,684

銀行以外の金融機関の預金 2,817,774 426,424 202,044 1,950,217 4,970,035 426,424

その他勤務先預金等の利子 2,338,535 357,832 159 155 2,338,849 357,832

16,159 2,462 182 883 17,224 2,462

45,732 6,989 － 396 46,128 6,989

654,086 100,155 6,488 2,999,607 3,660,180 100,155

10,364,929 1,543,782 12,144,694 10,988,301 33,497,924 1,543,782

255,838 28,641 － 49,947 305,785 28,641

3,721,118 754,990 279,878 5,408 4,006,403 754,990

313 49 － － 313 49

14,342,198 2,327,462 12,424,572 11,043,656 37,810,425 2,327,462

（注）１　
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特 定 公 社 債 等 の 利 子 等
（ 源 泉 徴 収 義 務 特 例 分 ）

　「障害者等非課税・財形貯蓄非課税分」は、所得税法第10条（障害者等の少額預金の利子所得等の非課税）、租税特別措置法第４条（障害者
等の少額公債の利子の非課税）、第４条の２（勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税）及び第４条の３（勤労者財産形成年金貯蓄の利
子所得等の非課税）に規定する非課税分である。

３－３　所得種類別課税状況

区　　　　　分

課　　税　　分 非　課　税　分　等 合　　　　　計

公 債

社 債

預貯金

合 同 運 用 信 託 の 収 益 の 分 配

公社債投資信託の収益の分配等

　「特定公社債等の利子等（源泉徴収義務特例分）」は、租税特別措置法第９条の３の２の規定による、支払の取扱者が所得の支払者に代わっ
て源泉徴収を行い、国に納付する特例分である。

　「割引債の償還差益」の「支払金額」及び「源泉徴収税額」は、租税特別措置法第41条の12（償還差益等に係る分離課税等）及び第41条の12
の２（割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例）に規定する課税分であり、個人のほか、法人の受取分も含まれている。

小　　　　　計

定 期 積 金 の 給 付 補 て ん 金 等

匿名組合契約等に基づく利益の
分 配 、 生 命 保 険 等 の 差 益

割 引 債 の 償 還 差 益

計

　　　３ 　「課税分」には、個人のほか、法人の受取分も含まれている。

調査対象等：　この表は、令和５年２月から令和６年１月までに利子等の支払者から提出された「利子等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

　「その他非課税分等」は、所得税法第11条（公共法人等及び公益信託等に係る非課税）、租税特別措置法第５条（納税準備預金の利子の非課
税）及び第８条（金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用）等に規定する非課税分のほか、租税特別措置法第９条の３の２第
１項に規定する支払の取扱者を通じて支払われたものも含まれている。

札幌国税局
源泉所得税３

（R05）



(2)　配当所得の課税状況

非 課 税 分 等

支 払 金 額 源 泉 徴 収 税 額 支 払 金 額 支 払 金 額 源 泉 徴 収 税 額

千円 千円 千円 千円 千円

剰余金又は利益の配当、剰余金の分
配、基金利息の分配、特定投資法人の
投資口の配当等

177,050,674 34,013,942 40,920,168 217,970,843 34,013,942

619,207 94,832 78,518 697,725 94,832

源 泉 徴 収 選 択 口 座 内 配 当 等 46,341,469 6,976,432 － 46,341,469 6,976,432

計 224,011,350 41,085,206 40,998,686 265,010,037 41,085,206

（注）１　「非課税分等」は、所得税法第11条（公共法人等及び公益信託等に係る非課税）に規定する非課税分のほか、租

　　　　税特別措置法第９条の３の２第１項に規定する上場株式等の配当等で国内における支払の取扱者を通じて支払われ

　　　　たもの、租税特別措置法第９条の８（非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税）及び租税特別措置

　　　　法第９条の９（未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税）に規定する非課税分である。

　　　２　「課税分」には、個人のほか、法人の受取分も含まれている。

　　　　　　において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

区　　　　　分
課　税　分 合 計

投資信託（公社債投資信託及び公募公
社債等運用投資信託を除く。）及び特
定受益証券発行信託の収益の分配等

調査対象等：　この表は、令和５年２月から令和６年１月までに配当等の支払者から提出された「配当等の所得税徴収高計

　　　　　　算書」及び「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年者口座等

札幌国税局
源泉所得税３

（R05）



(3)　特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等の課税状況

区　　　　　　　分
源泉徴収選択口座内
調 整 所 得 金 額 等

源　泉　徴　収　税　額

千円 千円

源 泉 徴 収 選 択 口 座 内 保 管
上 場 株 式 等 の 譲 渡 所 得 等

58,673,702 8,987,332

調査対象等：　令和５年２月から令和６年１月までに上場株式等の譲渡の対価の支払者から提出された

　　　　　　「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年

　　　　　　者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書」等に基づいて作

            成した。

札幌国税局
源泉所得税３

（R05）



(4)　給与所得及び退職所得の課税状況

支　払　金　額 源泉徴収税額 支　払　金　額 源泉徴収税額 支　払　金　額 源泉徴収税額

千円 千円 千円 千円 千円 千円

俸 給 、 給 料 、 賞 与 1,433,373,387 50,508,817 10,134,380,787 270,444,075 11,567,754,175 320,952,892

日 雇 労 働 者 の 賃 金 1,669,526 63,189 67,732,549 1,167,442 69,402,075 1,230,631

計 1,435,042,914 50,572,006 10,202,113,336 271,611,517 11,637,156,250 322,183,523

104,645,282 914,382 186,705,647 7,052,726 291,350,929 7,967,108

－ － － 43 － 43

調査対象等：

用語の説明：

　３　「徴収猶予」とは、通常の法定納期限に徴収しないで、一定の期間徴収手続を猶予することをいう。したがって、一定の期間、納期限を延長す
　　る、いわゆる延納制度とは異なるものである。

　２　「法定調書」とは、所得税法の規定により税務署長に対して、その提出を義務付けられている書類をいい、原則として翌年１月31日までに提出す
　　ることとなっている。法定調書の種類は多数にのぼっており、例えば①利子等の支払調書、②配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書、③報
　　酬、料金、契約金及び賞金の支払調書、④給与所得の源泉徴収票、⑤非居住者に支払われる給与、給付及び役務の報酬の支払調書がある。

退 職 所 得

災害減免法により徴収猶予したもの

　１　「官公庁」とは、政府機関、地方公共団体及びこれらの関係機関（所得税法別表第一に掲げる法人等のうち、公社、公団、公庫、事業団、日本政
　　策金融公庫、国立大学法人等、国・地方公共団体が全額出資しているもの及び行政執行法人をいう。）を集計したものである。

　給与等の支払者から令和６年４月30日までに提出された「法定調書合計表（給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票）」及び令和５年２月から
令和６年１月までに提出された「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

給 与 所 得

区　　　　　分
官 公 庁 そ の 他 合 計

札幌国税局
源泉所得税３

（R05）



(5)　報酬・料金等の課税状況

支　払　金　額 源泉徴収税額

千円 千円

原 稿 料 、 作 曲 料 、 放 送 謝 金 、 講 演
料 等 の 報 酬 又 は 料 金

11,076,142 1,178,703

弁 護 士 、 税 理 士 等 の 報 酬 又 は 料 金 37,062,575 4,887,131

診 療 報 酬 54,749 4,775

職 業 野 球 の 選 手 、 騎 手 、 外 交
員 等 の 報 酬 又 は 料 金

19,649,447 1,546,071

芸 能 等 に つ い て の 出 演 、 演 出 等 の
報 酬 又 は 料 金

1,351,133 179,966

バ ー 、 キ ャ バ レ ー の ホ ス テ ス 等
の 報 酬 又 は 料 金

20,260,911 1,520,207

契 約 金 ・ 賞 金 8,096,171 201,624

　小　　　　　　　　　計　 97,551,128 9,518,477

2,403,308 56,376

26,714,099 178,790

560,409 13,981

127,228,944 9,767,624

－ －

調査対象等：　報酬・料金等の支払者から、令和６年４月30日までに提出された「法定調書の合計表
　　　　　　（報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書）」及び令和５年２月から令和６年１月まで
　　　　　　に提出された「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

計

法 第 203 条 の ２ 該 当 （ 公 的 年 金 等 ）

災 害 減 免 法 に よ り 徴 収 猶 予 し た も の

区　　　　　　　　　　分

法 第 174 条 該 当 （ 馬 主 が 受 け る 競 馬 の 賞 金 等 ）

法 第 207 条 該 当 （ 生 命 保 険 契 約 等 に 基 づ く 年 金 ）

法
　
第
2
0
4
条
　
該
当

札幌国税局
源泉所得税３

（R05）



(6)　非居住者等所得の課税状況

区　　　　　分 支　払　金　額 源泉徴収税額

千円 千円

公 社 債 ・ 預 貯 金 の 利 子 等 4,282 555

剰余金又は利益の配当、特定投資法人の投資口の配当等、投
資信託（公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除
く 。 ） 及 び 特 定 受 益 証 券 発 行 信 託 の 収 益 の 分 配

237,842 27,133

匿 名 組 合 契 約 に 基 づ く 利 益 の 分 配 101,359 20,698

給 与 ・ 賞 与 等 2,963,953 604,930

退 職 所 得 16,358 3,298

役 務 の 報 酬 24,304 4,346

工 業 所 有 権 そ の 他 の 技 術 に 関 す る 権 利 等 の 使 用 料
又 は そ の 譲 渡 に よ る 対 価

320,778 37,249

著 作 権 の 使 用 料 又 は そ の 譲 渡 に よ る 対 価 97,126 10,888

貸 付 金 の 利 子 174,469 32,828

不動産、採石権の貸付、租鉱権の設定又は航空機、
船 舶 の 貸 付 に よ る 所 得

851,775 171,786

機 械 等 の 使 用 料 - -

土 地 等 の 譲 渡 に よ る 対 価 10,684,707 1,089,884

人 的 役 務 提 供 事 業 の 対 価 3,255,595 651,062

生 命 保 険 契 約 等 に 基 づ く 年 金 434 89

賞 金 - -

合　　　　　計 18,732,982 2,654,746

調査対象等：　令和５年２月から令和６年１月までに非居住者等の給与等の支払者から提出された「非居住者・外国
            法人の所得についての所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

札幌国税局
源泉所得税３

（R05）


